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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき、定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 委 員 長  決算審査特別委員会を昨日に引き続き行います。 

 財政課の説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  おはようございます。 

 昨日の一般会計歳入の説明において河内委員からいただいた質問の回答をさせて

いただきたいと思います。 

 また、一昨日の令和３年度普通会計決算の概要の説明の際に、河内委員からの事

前質問の回答について、昨年度の資料に誤りがあったと申し上げた３か所について

も訂正資料をお配りしておりますので、そちらで併せて説明させていただきたいと

思います。 

 まず、令和３年度普通会計決算の概要、資料の４ページをお開きください。 

 第２表、普通会計の歳入決算の状況の中で、令和３年度の県支出金の額が決算書

と違うとのご指摘について説明いたします。 

 決算資料中、県支出金１１億６,９１１万６,０００円、この数字は普通会計の県

支出金の数値であり、決算書３ページ、一般会計県支出金収入済額１１億６,４９５

万１,０００円余と、２４１ページ、住宅新築資金等貸付事業特別会計、県支出金収

入済額４１６万４,０００円を合わせた数字ということになります。 

 次に、一般会計歳入の説明において説明した国庫支出金と県支出金の対前年度の

増減額が決算資料と違うとのご指摘です。お配りしております令和２年度一般会計

歳入歳出決算書、Ａ４横の左上ホッチキス留めの資料です。それから、令和２年度

住宅新築資金等貸付事業特別会計決算書、Ａ４横の１枚物をお願いします。 

 国庫支出金の比較をします。一般会計決算書１ページ、２ページに赤枠の国庫支

出金収入済額４９億７,１８４万３,０００円余、１枚物の住新会計には国庫支出金

はありません。対して、決算資料の表２、国庫支出金の令和２年度歳入額は４９億

２,６９０万３,０００円となっております。ここで資料と決算書の数値に４,４９４

万円の差が生じております。これは、お手元の令和２年度一般会計決算書、２７ペ

ージ、２８ページ、３枚目になります。赤枠で囲んだ子ども・子育て支援交付金３,

１３４万８,０００円及び学校保健特別対策事業費補助金１,３５９万２,０００円

が町会計においては、国庫支出金として収入しておりましたが、決算統計上ではこ

の補助金の性質上、普通会計において県支出金に分類したことによるものです。 

 次に、県支出金の比較をします。 

 令和２年度一般会計決算書３ページ、４ページ、資料の２枚目になります。 

 県支出金収入済額４０万８,０００円――申し訳ありません、令和２年度一般会計

決算書３ページ、４ページの赤枠の県支出金収入済額１３億５３万４,０００円余、

住新会計決算書、２４１ページ、２４２ページ、県支出金収入済額４０万８,０００

円、合計１３億４９万２,０００円余、対して、決算資料の表２、県支出金の令和２

年度歳入額は１３億４,５８８万２,０００円となっております。差額は４,４９４万

円。これは、先ほど説明したとおり国庫支出金の一部を県支出金に分類したことに

よるものです。 

 今回の数字の差異が生じたことにつきましては、町の決算書につきましては、町

の会計ルールに基づきまして、決算書を作成しております。内容につきましては、
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誤りなく作成されておるところです。 

 そうしまして、この普通会計の決算の概要につきましては、まず、一般会計と住

宅新築特別会計が含まれているということと、これについては決算統計のルールに

基づき集計がなされておりますので、その各費用の性質等で、予算の組み替えや、

そういったことが行われる関係上、決算書と若干数字が違うところが生じてきます。

そういうことに基づきながらそれぞれの資料を作成しておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 また、今後こういったルールに基づき作成する資料に差が出た場合には、可能な

限り説明の段階において、その数字の違いについての補足の説明をさせていただき

たいと思います。 

 次に、一昨日の質問に対する回答の補足になります。 

 河内委員からご指摘を受けた令和２年度普通会計決算の概要について、誤りがあ

っておった分でございます。 

 別紙に差し替えをお願いしたいと思います。Ａ４縦で３枚物です。 

 まず、６ページ、⑥県支出金の表中、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金、

令和２年度の数値６,２８７万４,０００円を６,２８２万４,０００円に、対前年度

の数値４,５４０万円を４,５３５万円に訂正します。 

 １０ページ、⑪災害復旧費の表中、農林水産施設（農地・農業用施設）、令和２年

度の数値２億１,２６６万９,０００円を２億１,８１９万５,０００円に、令和元年

度の数値３億９,５０３万６,０００円を４億５３０万４,０００円に、対前年度の数

値、マイナス１億８,２３６万７,０００円をマイナス１億８,７１０万９,０００円

に、農林水産施設（林業用施設）、令和２年度の数値３,３６６万９,０００円を３,

４５４万３,０００円に、令和元年度の数値６,４１２万８,０００円を６,５７９万

３,０００円に、対前年度の数値、マイナス３,０４５万９,０００円をマイナス３,

１２５万円に、公共土木施設（道路）、令和２年度の数値８,５７４万円を８,７９６

万７,０００円に、令和元年度の数値１億５００万１,０００円を１億７７３万円に、

対前年度の数値、マイナス１,９２６万１,０００円をマイナス１,９７６万３,００

０円に、公共土木施設（河川）、令和２年度の数値８,６９９万２,０００円を８,９

２５万１,０００円に、令和元年度の数値１億５４５万６,０００円を１億８１９万

８,０００円に、対前年度の数値、マイナス１,８４６万４,０００円をマイナス１,

８９４万７,０００円に訂正をいたします。 

 １２ページ、⑤災害復旧費につきましては、表の修正については、１０ページの

修正と同じ内容になります。 

 こちらにつきましては、確認不足により数字が誤っておりました。申し訳ありま

せんでした。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第１号「令和３年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定について」

を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第１号は、認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
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 したがって、認定第１号は認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  続きまして、認定第２号「令和３年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  おはようございます。健康課です。 

これから、特別会計に入ります。よろしくお願いいたします。 

 令和２年度は、一般会計からの法定外繰入金なしで、約１億３,２５７万円の黒字

となり、この剰余金から５,４６３万２,０００円の基金積立を３年度にさせていた

だきました。 

 そして、３年度もコロナの影響を心配していましたが、皆様のご理解とご協力、

ご指導の下、２年度に引き続き、一般会計からの法定外繰入金なしで、約９,６７９

万円の黒字となりました。 

 しかしながら、県への納付金は、激変緩和措置により軽減を受けていること、来

年度以降の納付金が不透明であること、被保険者の減少が見込まれること、１人あ

たり医療費が県平均を上回っていること、令和６年度以降に国保税の県内統一が図

られること、そして、新型コロナの影響など不透明な要素が多く、次年度の予算編

成に影響することも予想されることから、引き続き、今後の見通しを立て、安定し、

継続した国保財政運営に取り組みを進めていきたいと考えておりますので、引き続

きご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、令和３年度国民健康保険事業特別会計決算及び実績報告書について、

ご説明いたします。 

 まずは、決算書からご説明いたします。 

 まずは、歳出からご説明しますので、決算書の２２２ページをお願いします。 

 １款１項１目一般管理費、支出総額４,９０９万５,０００円余は、前年度より４

３１万円余の増額となっており、主に２節から４節の人事異動による職員人件費の

６３０万７,０００円余の増によるものです。 

 次に、２２４ページをお願いします。 

 １款１項２目国民健康保険団体連合会負担金、支出総額１４６万２,０００円余は

国保連合会への事務費負担金です。 

 １款２項１目賦課徴収費、支出総額２６２万２,０００円余で、主な支出は、７節

報償費の国保税に係る税務課の徴収対策専門員の報償費１２０万円と課税通知等に

係る１１節役務費１２５万７,０００円余です。 

 １款３項１目運営協議会費、支出総額２万４,０００円は、国保運営協議会１回開

催の委員の日額報酬です。 

 ２款保険給付費は２２４ページから２３０ページまで、療養諸費、高額療養費、

出産育児諸費、葬祭諸費、傷病手当を支出しており、前年度から１億９,０４８万２,

０００円余の増額の支出総額２３億９,４１５万５,０００円余となりました。 

 主な増額要因は、療養諸費２０億７,４７６万８,０００円余で、前年度から１億

５,７４１万９,０００円余の増額となりました。 

 木村博文委員より事前質疑のあったその主な要因についてですが、これは医療費

の増加によるもので、決算審査特別委員会資料２４ページにその内訳を示しており

ますが、入院外医療費が大幅な増となっております。これは全国的な傾向でもあり

ますが、前年度のコロナの影響による受診控えから、受診行動がコロナ禍前に戻り

つつある反動によるものと推測されます。 

 次に、２３０ページから２３２ページ、３款国民健康保険事業費納付金は、前年
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度から３８８万９,０００円余の増額で、支出総額８億７,３０４万２,０００円余の

納付金を県へ支出しました。 

 県が保険料収納必要額を市町村ごとの被保険者数と所得水準で案分し、それぞれ

に医療費水準を反映することにより、市町村ごとの納付金が算定されたものを納付

したものです。 

 本町は、負担緩和措置を受けており、納付金額は抑えられていますが、今後の本

町への措置は不透明であり、負担緩和措置制度も令和５年度までとなっております。 

 また、現在６年度以降での県内国保税均一化に向けた協議も行われており、安定

した継続的な国保財政運営をしていくためにも、この納付金については、注視し、

引き続き納付金を含めた財政運営の取り組みを行わなければならないと考えており

ます。 

 ２３２ページ、６款保健事業費です。主にレセプト点検事業、特定健診事業の支

出となっており、前年度から１６９万２,０００円余の増額の支出総額３,７８３万

７,０００円余の支出となりました。 

 内訳としまして、１項保健事業費は、前年度とほぼ変わらずの６７０万円余で、

主な支出は、１２節レセプト点検業務委託の４５１万３,０００円余で、年間約１,

０００万円の効果額が出ており、継続して取り組みます。 

 ２３４ページ、２項特定健康診査等事業費は、前年度から１３１万７,０００円余

の増額で、３,１１３万６,０００円余となっています。 

 主な増額の要因は、１２節委託料の受診推奨業務委託料４２６万７,０００円余

で、前年度から６０万円余の増額となっており、ショートメッセージサービスによ

る受診勧奨を新たに実施したため、増額となったものです。 

 ７款基金積立金は、２年度決算剰余金から５,４６３万２,０００円の基金元金積

立及び４８万７,０００円余の利子積立をさせていただいたものです。 

 今年度についても、今議会で基金積立の補正予算をお願いしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ２３６ページ、９款諸支出金は、前年度から４０２万３,０００円余の増額で、支

出総額６,２８８万４,０００円余となっており、増額の主な要因は２３８ページ、

６目２２節の過年度普通交付金返還金５,７９４万５,０００円余の支出によるもの

です。 

 １０款予備費の充用はありません。 

 以上、歳出予算現額３６億１,６３１万１,０００円に対し、支出済額３４億７,６

２４万３,０００円余で、歳出決算を終えています。 

 続きまして、歳入です。 

 ページを戻りまして、２１２ページをお願いいたします。 

 １款国民健康保険税です。３年度もコロナの影響を心配していましたが、ご報告

のとおり２年度に続き、一般会計からの法定外繰入金なしで黒字となり、この黒字

の主な要因として、コロナ禍の中での影響を心配していました国保税は、被保険者

のご理解、ご協力の下、また、税務課の取り組みにより、現年分収納率は９６.１４％、

滞納分１２.２９％となり、被保険者の減少のため、前年度収納額を３,２４５万２,

０００円余の減額６億８,３１３万４,０００円余となりました。 

 柳委員より事前質疑のあった、収入未済額の要因についてですが、ご承知のとお

り、国保税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の３つで構成され

ているため、特に医療費給付費分のみが滞納となるものではございませんが、国保

税の割合として、医療費給付費分が多くを占めるため、結果、金額として多くなっ

ているものと思われます。 
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 また、収入未済額の９８.９％を一般被保険者分が占めておりますが、平成３０年

度以降の一般被保険者の収入未済額を見ると、現年度分につきましては、毎年２,５

００万円前後で推移し、これが翌年度滞納分として調定額に加算されることになり

ます。 

 滞納の要因は様々ですが、個々の事情を把握しながら、分割納付など納税相談に

応じるとともに、困難と思われる案件については、収納対策アドバイザーの助言を

仰ぎながら、適切な滞納処分に努めてまいります。 

 ２１４ページ、４款使用料及び手数料、前年度から４万６,０００円余の減額の督

促手数料５３万９,０００円余を徴収しました。 

 ５款国庫支出金、前年度から５４７万円余減額の２０８万８,０００円の収入とな

っており、これは、新型コロナの影響による減免措置を行った１６件、約３４７万

９,０００円の１０分の６相当額の補助金です。残りの１０分の４相当額は、この後

の県支出金、特別調整交付金で措置されております。 

 次に、６款県支出金、前年度から１億７,９００万円の増額で、収入総額２４億８,

９１１万２,０００円となっています。これは主に保険給付費に要する費用見込みに

より、概算交付される１節普通交付金が前年度から１億７,３０６万９,０００円の

増額の２４億１,５６０万８,０００円の収入となったことによるものです。 

 ただし、この交付金は翌年度精算となっており、３年度の医療費は約２３億７,２

２９万円余と、普通交付金を下回りましたので、差額である約４,３３１万６,００

０円の返還を今議会の補正予算でお願いしておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 ２節特別交付金７,３５０万４,０００円は、市町村の特別な事情に対し、その事

情に考慮し、交付されたもので、予防・健康づくりや、保険税の収納率向上など、

保険者である市町村の取り組みや成果を点数づけし、交付金を配分する仕組みであ

る保険者努力支援分や、新型コロナ影響による減免措置を行った１０分の４相当分

が含まれている特別調整交付金などが含まれての交付金となっております。 

 次に、８款財産収入、前年はありませんでしたが、これは、２年度に基金積み立

てした約１億４,８７０万円の利子となっております。 

 ２１６ページ、１０款繰入金は、前年度から６８６万８,０００円余の増額で、約

２億５,７８３万１,０００円余を一般会計から繰り入れしていますが、３年度も法

定外繰入金はありません。 

 増額の主な要因は、人事異動に伴うものと事務費の増により、前年度から１,０１

５万円余の増となった職員給与費等繰入金及び前年度から９６４万４,０００円余

の増となった国費医療減額調整分であるその他一般会計繰入金です。 

 繰入金については、制度に沿って適正に繰り入れしているものです。 

 次に、１１款繰越金１億３,２５７万７,０００円余は、前年度決算剰余金です。 

 ２１６ページ、１２款諸収入、前年度から１９万５,０００円余の減額で、収入総

額７２６万８,０００円余となっています。 

 減額の主な要因として、２１８ページ、１目延滞金が、前年度から１８２万７,０

００円余の減額の３４０万５,０００円余となったことです。 

 以上、歳入予算現額３６億１,６３１万１,０００円に対し、収入済額３５億７,３

０３万９,０００円余で決算を終えています。 

 ページは飛びますが、２４０ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書で、歳入歳出差引額９,６７９万６,０００円と前年度に続

いての黒字となっております。これを４年度の繰り越し措置として、今議会の補正

予算でお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、決算審査特別委員会資料で説明いたします。 

 ２２ページをお願いします。 

 １．国民健康保険事業特別会計の決算状況については、先ほどご説明しましたの

で、省略させていただき、ご確認いただければと思います。 

 ２３ページ、２．国保世帯・被保険者の状況は、前年度と比較すると、世帯数は

２３世帯減少、被保険者数は９０人減少、７５歳以上の人口は１２８人増加と７５

歳以上に移行したことから、被保険者数は減少となりました。 

 ２４ページ、医療費の状況につきましては、決算でも説明いたしましたが、３年

度は入院外及び入院医療費ともに増額しておりますが、特に入院外医療費の増加が

著しく、過去５年で最大額となっております。 

 柳委員から事前質疑のあった入院外費の内訳ですが、風邪とその他に分類される

ものを除いた疾病のうち、医療総額が多い疾病は、順に、糖尿病で約１億１,８４３

万円、高血圧症で約９,２６７万円、脂質異常症で約６,６８５万円、透析を含む慢

性腎臓病で約６,３５０万円、関節疾患約６,０２５万円となっており、上位４つが

生活習慣病に起因する疾病となっております。 

 ２５ページ、４．保険給付費等の状況、２６ページ、５．国保税の状況について

は、決算書で主な説明をしましたので、省きます。６．レセプト点検の実績、７．

ジェネリック医薬品の使用促進は記載のとおりであり、医療費適正化の取り組みと

して、今後も継続して取り組みを行います。 

 ２７ページ、徴収金等の状況です。 

 交通事故などによる第三者行為と資格喪失後の受診による医療費返還を計上して

おり、第三者行為については、歳入決算で説明したとおりです。医療費返還につき

ましては、受診者に直接請求を行っていましたが、元年度から取り組んでおる保険

者間調整により、確実な返還に結びつけることができています。今後も継続して取

り組みます。 

 ９．特定健診、特定保健指導につきましては、一般会計の中で説明しましたとお

りですので、省略いたしますが、引き続き、受診率向上の対策に努めてまいります。 

 ２８ページ、１０．重症化予防の取り組み及び２９ページ、１１．健康寿命の延

伸に視点を置いた各種事業の推進につきましても、一般会計の中で説明させていた

だいたとおりであり、個別保健指導、各教室の開催を通じ、生活習慣病の重症化予

防に対する取り組みや健康づくりの普及推進を継続して行っていきます。 

 ３０ページ、１２．保険者努力支援制度については、医療費適正化や保健事業等

に対する取り組みを評価し、基準を達成した保険者に対して交付金が交付され、イ

ンセンティブの仕組みを導入することで、保険者機能の強化を図り、国保の財政基

盤を強化することも狙いとなっている制度であり、３０年度から本格実施されてい

るものです。本町につきましては、職員をはじめスタッフの頑張りで、県、全国の

得点率を大きく上回っており、県４位、全国でも１３６位と高い位置にあり、好成

績を上げています。 

 交付金は、前年度から２４４万７,０００円増額の２,００３万８,０００円が交付

されており、うち取り組みの評価として、１２６万２,０００円増額の１,４０５万

３,０００円の収入となっています。 

 河内委員より「共通指標の１及び２が低いが、受診者を増やす対策は」と、事前

質疑があった件ですが、指標内容は、毎年見直しをされておりますが、点数が低い

要因でもある歯科検診の実施についての課題の検討もしつつ、引き続き、広報等に

よる全体への周知啓発を図るとともに、無受診者にショートメッセージサービスを

活用した個別勧奨等の新たな手法も取り入れながら、本町に合った取り組み強化に
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努めていきたいと思っております。 

 最後に、３１ページ、１３．当面の課題等と１４．具体的措置につきましては、

重複しますが、３年度も２年度に引き続き黒字決算となりました。しかしながら、

県の納付金は、激変緩和措置により軽減を受けていること、来年度以降の納付金が

不透明であること、被保険者の減少が見込まれること、医療費が今後増加に転じる

ことも予想できるなど、令和６年度以降に国保税の県内統一が図れること、そして、

新型コロナ影響がどこまで及ぶかなど、不透明な要素に備え、引き続き、今後の見

通しを立て、基金の積立てを引き続き行うなど、安定し、継続した国保財政運営に

取り組みを進めていきたいと思っております。 

 併せて、具体的措置は内容に変わりはありませんが、一気に成果が出ることでは

なく、地道な取り組みで、徐々に成果が出てくると思っておりますので、引き続き、

検診受診勧奨対策、重症化予防対策、医療費抑制対策などを行い、安定した国保財

政運営に向けた取り組みも進めてまいりますので、今後ともご指導のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上で、令和３年度国民健康保険事業特別会計決算及び実績報告書説明を終わり

ます。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 柳委員 

 柳 委 員  ２点だけ質問させてください。 

 先ほどの私の質問の中で、入院外費ですね、入院外費が１億１,５００万円ぐらい

ということですけれども、糖尿病、高血圧、脂質異常症、人工透析等々があるんで

すけれども、この中で人工透析の患者さん数とおおよその入院外費がどのくらいか

ということと、もう１つ、歯科診療における点数が高い理由を教えていただきたい

と思います。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長 

 

 お答えいたします。 

 令和４年６月末現在の人工透析者は１１４人となっており、人工透析の費用は月

約４０万円、年間約５００万円程度となっております。 

歯科検診受診医療のポイントは、満点で３０点のポイントとなっており、国の動

向として、歯科検診の全員検診というところの政策のほうも打ち出してありますの

で、今後いろいろな疾病に関わるというようなことも報道されておりますので、そ

ういった観点から今後歯科検診のほうが重要になってくるものと思われます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号「令和３年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第２号は、認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第２号は認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  続きまして、認定第３号「令和３年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題とします。 
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 説明を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  引き続き、健康課になります。よろしくお願いいたします。 

 令和３年度後期高齢者医療特別会計決算及び実績報告書について、決算からご説

明いたします。 

 決算書の２６２ページ、歳出からご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費、前年度から２３６万４,０００円余の増額で、歳出総額

４１４万９,０００円余です。 

 主な支出と増額の要因は、１２節委託料１８２万６,０００円で、これは３年度か

ら実施した後期高齢者健診の集団健診実施に伴う健康カルテシステム改修委託料に

よるものです。 

 １款２項１目徴収費、前年度から４３万４,０００円余の減額の歳出総額９６万

１,０００円余で、減額の主な要因は、１２節保険料軽減見直しに伴うシステム改修

委託料の減によるものです。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、前年度から主に被保険者数の増加

及び医療費の増加に伴う保険料負担金の増額で、５７１万４,０００円余の増額の歳

出総額４億４３４万４,０００円余を支出しました。 

 ２６４ページ、３款１項償還金及び還付加算金、前年度から２２万１,０００円余

の減額で、歳出総額５６万８,０００円余を支出しております。 

 ４款１項１目予備費、予備費からの充用はありません。 

 予算現額４億１,３１４万円に対し、支出済額４億１,００２万４,０００円余で、

歳出決算を終えています。 

 次に、歳入です。 

 戻っていただき、２５６ページをお願いします。 

 １款後期高齢者医療保険料です。被保険者の数の増により、前年度から２０２万

８,０００円余の増額で、収入総額３億２８６万３,０００円余となりました。 

 １目特別徴収保険料は、前年度から８０万２,０００円余の増額で、２億７７２万

２,０００円余となり、収入額は調定額を上回り、収入未済額がマイナス２７万８,

０００円余となっておりますが、これは還付未済額です。 

 ２目普通徴収保険料は、前年度から５９９万１,０００円余の減額で、９,５１４

万１,０００円余となりました。 

 ２款使用料及び手数料２目督促手数料３,０００円余の減の９万１,０００円余と

なりました。 

 ２５８ページ、５款繰入金１目事務費繰入金、前年度から２１６万８,０００円余

の増額で、１,３４７万５,０００円余を繰り入れしています。 

 主な増額の要因は、広域連合事務費の１４８万３,０００円余の増額によるもので

す。 

 ２目保険基盤安定繰入金は、算定の１つである軽減対象被保険者数の増加により、

前年度から１６５万７,０００円余の増額で、９,１６３万５,０００円余を繰入措置

しています。 

 ６款繰越金、前年度から５９万５,０００円余の増額の２０１万２,０００円余を

前年度から繰り越ししています。 

 ７款諸収入、前年度から１２４万７,０００円余の増額の１６２万４,０００円余

を収入しており、増額の主な要因は、２６０ページ、５款雑入１６１万２,０００円

余で、広域連合から集団健診及び糖尿病性腎症重症化予防事業の委託を町が受け、

対象者の健診や訪問指導等を行ったことによる収入です。 
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 歳入予算現額４億１,３１４万円に対し、収入済額４億１,１７０万２,０００円余

で決算を終えています。 

 ２６６ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書で、歳入歳出差引額１６７万９,０００円となっており、こ

れを４年度の繰り越し措置として、今議会の補正予算でお願いしております。よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料でご説明いたします。 

 ３２ページをお願いします。 

 １．決算の状況は、先ほど説明したので省略いたします。 

 ２．被保険者数の状況は、ご承知のとおり増加傾向であり、前年度報告から１２

８人増加の４,４３７人となっております。 

 ３３ページ、３．後期高齢者医療の医療費の状況です。 

 確定している２年度分までを掲載しています。被保険者１人あたりの医療費は、

福岡県においては、令和２年度から２年連続で全国２位となっており、この中で本

町は平成２７年度から上位１０位以内に入っており、県平均を上回っている状況で

す。前年度と変わらず、入院費が大きく、医療費削減に向けた取り組みに努めてい

きたいと思っております。 

 このような状況ですので、引き続き、後期高齢者の集団健診を実施し、早期発見、

早期治療で重症化予防、医療費抑制、健康づくりに努めるとともに、高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施事業に取り組み、高齢者の健康増進を推進していきま

す。 

 ４．後期高齢者医療保険料の状況です。保険料収納額は決算で説明したとおりで

すが、収納率は現年分で、前年度から０.０３％減の９９.７４％と県平均を超えて

おります。今後も引き続き、収納向上対策に努めます。 

 ５．重点施策はホームページ・広報紙への掲載、リーフレットの窓口配布、出前

講座などの取り組みと広報周知活動に努めました。 

 ３４ページ、不納欠損につきましては、不納欠損事由に該当するものについて、

適切に事務処理を行い、記載のとおり合計２０件、２６万８,０００円余を不納欠損

処理しております。 

 以上で、令和３年度後期高齢者医療特別会計決算及び実績報告書の説明を終わり

ます。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  決算書の２５８ページ、４款寄付金なんですけれども、どういった寄附が考えら

れるんですか。一番上、寄付金。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 これまで寄附金を受けたという実績はございませんが、いわゆる一般の寄附とい

うものが想定されております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  後期高齢者医療保険のために使ってくださいという一般の寄附ですか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お見込みのとおりでございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第３号「令和３年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決
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算の認定について」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第３号は、認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第３号は認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  続きまして、認定第４号「令和３年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出の認定について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対策

室長 

 おはようございます。人権・同和対策室より筑前町住宅新築資金等貸付事業特別

会計の決算について説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして、事項別明細書で説明をさせていただきます。 

 決算書の２４９ページと２５０ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費、予算現額５７８万２,０００円、支出済額５７５万３,

０００円余です。一般管理費は収納対策アドバイザーの謝金、事務に係る経費、弁

護士相談の委託料及び事務に従事しました職員の給与の一部の繰出金などでござい

ます。 

 次に、歳入の説明をさせていただきます。決算書の２４５ページと２４６ページ

をお願いします。 

 １款１項２目償還推進助成事業補助金で、貸付金回収困難な状態であると国が認

めた場合の助成金が３３２万７,０００円と、事務費の助成として８３万７,０００

円、計４１６万４,０００円の収入でございます。 

 ４款の繰越金は前年度繰越金１,５４４万６,０００円余でございます。 

 ５款諸収入です。２項貸付金元利収入は債務者からの返金です。貸付種類別に目

を設け、受け入れを行っております。１目が住宅新築の資金、２目が住宅の改修資

金、３目が住宅の取得資金、４目が県の住宅改修資金です。合計で調定額１億１,６

５８万９,０９９円に対し、収入済額１,１８６万２,０００円余、収入未済額が１億

４７２万６,０００円余となっております。 

 歳入の合計としましては、次のページの２４８ページに記載しております３,１４

７万３,０００円余でございます。 

 ２５１ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書です。収入総額３,１４７万３,０００円、歳出総額５７５

万３,０００円、差し引き２,５７２万円で、実質収支額は増額の２,５７２万円です。 

 次に、決算審査特別委員会資料の３５ページをお願いします。 

 令和３年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計の実績報告です。この事業に

つきましては、実体的差別の解消を目指した環境改善対策として貸付事業が行われ、

筑前町では昭和４２年から平成４年までの住宅の新築・改修、土地の取得について

６６５件の貸し付けが行われております。令和３年度の特別会計の決算状況につき

ましては、先ほど決算書で説明したとおりとなります。現在、債務者の高齢化や疾

病による生活困窮、経済変動による生活困窮、債務者や保証人の死亡などにより令

和３年度末の貸付金の滞納件数は５１件となっております。 

 令和３年度の貸付金の回収状況につきましては、報告書の４の記載のとおりです。

先ほど決算書でも説明させていただきましたが、合計で調定額１億１,６５８万９,
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０９９円、収入済額１,１８６万２,０００円余、収入未済額が１億４７２万６,００

０円余、徴収率は１０.１８％です。 

 貸付金の徴収にあたっては、債務者の生活状況に応じた分納計画に基づき、自主

的返納を基本とした対応を行っており、これにより近年は、２、３件の完納があっ

ております。令和３年度は個別ケースごとに、面談や訪問を重ね、収納対策アドバ

イザーの助言を得ながら、家計相談や資産確認、相続に伴う手続きへの支援を行い、

高額償還や一括償還もあり、６件が完納となりました。また、死亡や相続放棄等に

より回収困難となったケースについては、県や弁護士に相談し、償還推進助成制度

への申請を行いました。 

 今後についても、各ケースにおける状況確認や調査を行い、納付額の見直しや相

続人への支援など、積極的な解決に向けて取り組んでいき、収納対策アドバイザー

の指導や弁護士相談の活用により自主返納を基本として、必要に応じて、国の助成

制度の活用や法的措置等を検討しながら業務を行っていきたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料のほうの３５ページ、滞納件数があと５１件ということですが、このうち連

帯保証人がない債務は何件ありますか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対策

室長 

 お答えいたします。 

 ご質問の保証人の件ですが、保証人が死亡しているという、それでよろしかった

ですかね。保証人につきましては、現在２人とも死亡されてあるところが１７件、

１人死亡が１８件となっておるところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  昨年も同じことをお尋ねしたんですけど、昨年は１２件ということでしたが、増

えたんですか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対策

室長 

 お答えいたします。 

 保証人なしにつきましては、現在９月１日のところで調査を再度しておるところ

でございます。 

 件数でいきますと保証人なしが１７件、人数としましては１４人ということで、

増えている状況でございます。保証人はおりますけれども、１人だけ死亡等につき

ましては、１８件で人数としましては１２人という形になっております。 

 以上です。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  連帯保証人が２人ともいない物件については、保証人をつける必要があるんじゃ

ないですか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対策

室長 

 お答えいたします。 

 現在、保証人が亡くなられた方につきましては、状況としましては、保証人を新

たに見つけるというのは大変困難でありますので、そこまでは求めていないところ

でございます。 

 本人が死亡された方、借受人、債務者が死亡したというケースにつきましては、
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まずは相続人に支払いのための面談等を行いながら、相続人が払ってあるところが、

主でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第４号「令和３年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第４号は認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第４号は認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  ここで、先ほどの健康課の説明の件で、健康課長から発言の申し出があっていま

すので、これを許可します。 

 健康課長 

 健康課長  先ほど健康課から「令和３年度国保特別会計の決算状況について」説明した際、

歳出の予備費の件で、充用なしというふうに説明させていただいた部分について訂

正がございますので、申し上げます。 

 決算書の２３９ページをご覧ください。 

 予備費の中から主に過年度の国保税の還付金７２万４,０００円、傷病手当の１３

万９,０００円等を含み充用を行っておりますので、ここで訂正させていただきま

す。 

 委 員 長  続きまして、認定第５号「令和３年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 都市計画課長 

都市計画課長  都市計画課です。 

 令和３年度工業用地造成事業特別会計決算及び実績報告書についてご説明申し上

げます。 

 先日の河内議員の一般質問でもお答えしておりますけども、四三嶋工業団地の残

りの分譲用地に大きな進展はございませんが、現在も取り組みを進めておりますの

で、引き続きご指導をよろしくお願いしておきたいと思っております。 

 それでは、決算書からご説明申し上げます。 

 まず歳出からご説明いたしますので、決算書２７３ページをお願いいたします。 

 １款１項１目工業用地造成事業費、支出総額１９７万５,０００円余、前年度から

４８万７,０００円余の増額となっております。 

 増額要因につきましては、１４節工事請負費で毎年行っております調整池維持工

事のほかに、８月豪雨災害対応による分譲用地土羽復旧工事等を１４６万２,０００

円余行ったことによるものでございます。 

 ２款予備費は、地元要請の臨時工事対応に予算不足が生じたことから、１款１項

１目１４節の工事請負費に５万円の予備費充用を行い、対応をしております。 

 以上、支出済額１９７万５,０００円余で、歳出決算を終えております。 

 戻りまして、２７１ページ、歳入の説明を申し上げます。 

 １款繰入金、前年度から７万２,０００円減額の１０２万６,０００円を一般会計

から繰り入れしております。 
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 ４款繰越金１３１万２,０００円余は、前年度決算剰余金です。 

 以上、収入済額２３３万８,０００円余で決算を終えております。 

 ２７５ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書で、歳入歳出差引額３６万４,０００円、前年度から９４万

９,０００円の減額となっております。 

 なお、差引額３６万４,０００円につきましては、決算承認後、繰越処理をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料でご説明申し上げます。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 企業誘致施策の方向、企業誘致の現状と課題の２つをそこに記しておりますけど

も、全体的な概要説明で報告に代えさせていただきたいと思っております。 

 近年の新型コロナウイルスの影響に加え、原油や材料費の高騰、資材不足、ウク

ライナ情勢など厳しい情勢の中、企業自身も激しい競争に生き残りをかけた取り組

みをしなければならない状況下でもございます。この情勢の中、福岡県は西日本屈

指の人口と経済力、充実した交通インフラや生活環境等を生かして、特に開発、設

計から生産まで一貫として取り組んでいます自動車産業をはじめ、バイオメディカ

ル、ロボットシステムなどの先端成長産業にも取り組んでいます。 

 筑前町におきましては、第２次総合計画で「稼ぐ」の１つに、企業誘致の推進を

掲げており、環境整備を行い、就労機会の創出と確保を行っていく計画としており

ます。 

 四三嶋工業団地には現在、福岡多田精機とヤクルト本社の２社に用地譲渡してお

り、今後はヤクルト本社工場建設に向けてのサポート体制と併せ、残りの分譲用地

につきまして、３年度大きな進展は、先ほど言いましたようにございませんでした

が、現在も取り組みを進めており、進展等があり、ご報告できるようになったとき

には適時ご報告をさせていただきますので、引き続きご指導よろしくお願いいたし

ます。 

 また、四三嶋工業団地の残りの分譲用地の完売に努めるとともに、第２の公的団

地の構築につきましては、今後の町の方針と農業振興とのバランスを考慮しつつ、

候補地を検討し、企業誘致の推進の取り組みに進めていきたいというふうに思って

おります。 

 ３７ページ、本年度事業でございますが、決算書、歳出でご説明したとおりです

ので省かせていただきます。 

 柳委員から事前質疑がございました「今後、地域経済の発展や雇用促進に伴う定

住人口の増加を図っていくためには、用途地域の見直しや農業振興策等の見直しを

行わなければいけないとあるが、これからの見通しは」というお尋ねについてお答

えさせていただきます。 

 先日の河内議員の一般質問でお答えさせていただきましたけども、先ほども少し

触れましたが、残りの分譲用地につきましては、複数の企業から現在問い合せ等も

あっており、現在話もさせていただいておりますが、協定締結から農振除外、農地

転用、造成工事を終えて、引渡しまでに約２年の期間を要することから、なかなか

相手方との企業進出スケジュールに合致せず、協定まで至らないのが現状でござい

ます。 

 現時点では大きな進展はございませんが、優良企業との立地協定に向けて鋭意努

力中であり、まずは四三嶋工業団地の完売に努めていきたいというふうに思ってお

ります。 
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 このことと併せまして、今後、現在行われております久留米・筑紫野線の４車線

化工事が本格的に進捗していく中で、総合計画にも掲げているとおり、移住定住促

進策を含め、雇用の創出、産業振興や税収向上を図るために都市計画課としまして

は、沿線用地に次の候補地を選定していかなくてはならないのではないかというふ

うに考えているところです。 

 しかしながら、本町は大事な基幹産業としての農業での位置づけの中での農地法

等手続きの難易性をはじめとして、周辺への影響や災害リスクの安全性など、高い

ハードルがございますので、関係機関や関係課等と慎重に協議を進めていかなくて

はならないというふうにも考えているところでございます。 

 以上で工業用地造成事業の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、認定第５号「令和３年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第５号は、認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第５号は認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  続きまして、認定第６号「令和３年度筑前町下水道事業会計決算の認定について」

を議題とします。 

 説明を求めます。 

 上下水道課長 

上下水道課長  上下水道課でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、説明に入ります前に、一部訂正をお願いしたいと思います。 

 申し訳ございませんが、別冊の決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 ４１ページでございます。 

 ４１ページ、一番下になりますけれども、８番、不納欠損がございます。そこの

件数が全てちょっと誤りがございましたので、訂正のほうをお願いしたいと思いま

す。 

 まず、公共受益者負担金７２件と記載をしておりますけれども、こちらが８件、

その下、使用料１,２５０件とありますけれども７２件、農集のほうになりますけれ

ども、受益者分担金４件とありますけれども、こちらを１件、使用料２６５件を１

４件に訂正をお願いしたいと思います。誠に申し訳ございませんでした。 

 それでは、令和３年度筑前町下水道事業会計決算書事業報告書、成果と課題につ

いて説明をさせていただきたいと思います。 

 説明時におきましては、多少ページが前後しますけれども、ご了承いただきたい

と思います。 

 別冊の筑前町下水道事業会計決算書をお願いしたいと思います。 

 まず、１１ページをお開きください。 

 最初に、令和３年度筑前町下水道事業報告書について説明をいたします。 
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 １、概況の（１）総括事項についてです。 

 本町は、平成２５年度をもって面整備は規制をしておりますが、宅地開発等によ

り管路延伸や公共ますの設置を継続して整備しております。 

 また、施設の長寿命化対策といたしまして、ストックマネジメント等を進めてお

るような状況でございます。 

 水洗化状況についてでございますけれども、こちらにつきましては、３、業務に

て説明をいたしたいと思います。 

 次に、経理の状況でございます。令和３年度収益的収支でございますけれども、

下から５行目となりますけれども、４,６２５万９,０００円の利益となっておりま

す。詳細につきましては、令和３年度筑前町下水道事業決算報告書にて説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 １２ページのほうをご覧ください。 

 （２）議会議決事項から以降につきましては、お読み取りをお願いしたいと思い

ます。 

 １３ページをお開きください。 

 （５）その他重要事項でございます。こちらにつきましては、不課税収入の使途

の特定についてでございます。次の１４ページにかけて記載をしておりますけれど

も、こちらにつきましては、一般会計等からの繰入金などに対しまして、納付消費

税額を算出するために、使途の特定を行ったものでございます。 

 次に、１５ページをお開きください。 

 ２、工事、（１）建設工事の概況でございます。新築や開発等に伴う管路の延伸工

事並びに公共ます工事、雨水対策等による水路工事を行っております。工事額とい

たしましては、６,８４１万３,０００円余であり、管路延伸工事といたしまして、

約８３メートル、公共ます設置として７３か所、Ｕ型側溝工事等で約２３１メート

ルを施工をしております。 

 １７ページをお願いいたします。 

 下の表になりますけれども、３、業務の（１）業務量でございます。まず、３行

目、令和３年度処理区域内人口といたしまして、２万９,８０９人、６行目でござい

ますけれども、水洗化率８６.９％となっておりまして、昨年度より増加しているよ

うな状況でございます。ですけれども、下から３行目となります年間処理水量とい

たしましては、３１３万３,７６６立方メートル、下から２行目、年間有収水量とい

たしましては、２８２万３８９立方メートルと前年度比において微減ということに

なっております。 

 １８ページをご覧ください。 

 事業収入及び事業費に関する事項となっております。まず、事業収入といたしま

して、合計の欄１３億４１９万８,０００円余に対しまして、下の表になります合計

の欄でございますけれども、事業費用１２億５,７９３万９,０００円余となり、差

引き４,６２５万８,０００円余の収益となっております。詳細につきましては、下

水道事業決算報告書について説明をさせていただきたいと思います。 

 １９ページをお開きいただきたいと思います。 

 ４、会計でございます。（２）の（イ）企業債ですけれども、本年度借入金８,９

６０万円に対しまして、本年度償還高６億９,１２２万８,０００円余となっており

まして、本年度末残高といたしましては、８８億２,３１３万８,０００円余という

ことになっております。 

 ２０ページをご覧いただきたいと思います。 

 キャッシュ・フロー計算書となっております。まず、Ⅰ、業務活動、こちらのほ
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うでは当年度純利益といたしまして４,６２５万８,０００円余や、減価償却費等に

より合計がプラスとなっております。Ⅱ、投資活動、Ⅲ、財務活動では、合計がそ

れぞれマイナスとなっておりますけれども、下から３行目、Ⅴの資金増減額は８,１

０８万７,０００円余増加し、Ⅶの資金期末残高といたしましては、２億９,９６１

万５,０００円余となっております。 

 ２５ページをお開きいただきたいと思います。 

 固定資産明細書でございます。（１）有形固定資産です。これは事業開始からこれ

までに取得した各種資産に令和３年度中において取得した資産を追加し、併せて減

価償却分を算出した表となっております。令和３年度に土地や下水管渠等の工事に

より取得した資産を左から３列目、当年度増加額、こちらのほうに記載をしており

ますけれども、金額といたしまして、１億５,８７２万円余となっております。中ほ

どでございますけれども、年度末現在高といたしまして、２４８億１,２０２万３,

０００円余となっております。また、減価償却分の算出につきましては、右側２列

の累計、こちらの額を差し引いた一番右側の年度末償還未済額といたしまして、２

１９億８,４４４万５,０００円余となりまして、こちらの金額につきましては、貸

借対照表の有形固定資産に計上した額ということになっております。 

 その次に、無形固定資産、こちらにつきましては、流域下水道施設利用権といた

しまして、１,８０８万３,０００円余増加し、年度末現在高といたしましては、６

億１,２３５万５,０００円余となっております。 

 ２６ページをご覧ください。 

 企業債明細書でございます。こちらの明細書は、このページから３２ページまで

になっております。償還済み分を除き、これまでの年度ごとの借入額に対しまして、

償還済額及び未償還額等を記載しております。 

 ３２ページをお開きください。 

 一番下の行になりますけれども、左から３列目になります。発行総額１７０億８,

３４２万円に対しまして、右側になります償還高累計といたしまして８２億６,０２

８万１,０００円余、その右側となりますけれども、未償還残高８８億２,３１３万

８,０００円余となっております。 

 ３３ページをお開きください。 

 基金運用状況調書となっております。令和３年度中の増減につきましては、利息

のみということでございまして、年度末現在高といたしまして、５,１４２万９,０

００円余となっております。 

 続きまして、下水道事業決算報告について説明をいたしたいと思います。 

 すいません、戻りまして、１ページをお開きいただきたいと思います。このペー

ジの詳細につきましては、３５ページから４０ページに附属書類として記載をして

おりますので、併せてご覧いただきたいと思います。金額については税込みとなっ

ております。 

 まず、収入です。収益的収入決算額といたしまして、１３億４,９９３万５,００

０円余に対しまして、下の表になりますけれども、支出１２億９,６４６万４,００

０円余となっております。内訳といたしまして、申し訳ございませんけれども、３

５ページをお開きいただきたいと思います。 

 営業収益は５億２,５８０万円余であり、内訳といたしまして、使用料４億９,５

７１万円余、他会計負担金２,８９５万９,０００円余などとなっております。営業

外収益は８億１,３５２万３,０００円余となり、他会計補助金３,７５２万円余、他

会計負担金４億３,４９２万９,０００円余、長期前受金戻入３億４,０５０万１,０

００円余、特別利益過年度損益修正益といたしまして１,０６１万１,０００円余と
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なっております。 

 ３６ページをご覧ください。 

 費用でございます。営業費用１１億１,０９４万６,０００円余です。まず、管渠

費でございますけれども、４,２７０万２,０００円余となっております。こちらは、

埋設した下水管やマンホール、マンホールポンプに係る修繕や点検委託、電気料等

の維持管理費用となっております。 

 次に、処理場費でございます。１億５,２００万４,０００円余となっております。

高田、上高場、栗田にある処理場運転に伴う修繕や管理委託費、電気料、薬品購入

費等の維持管理費用となっております。 

 次に総係費です。４,９７７万３,０００円余です。 

 ３７ページをお開きください。 

 内訳といたしましては、人件費や郵便料、公会計支援及びシステムの委託費、リ

ース料、流域下水道施設使用や両筑衛生施設組合等々への負担金となっております。 

 次に、流域下水道維持管理負担金として１億６,７５２万９,０００円余、減価償

却費として６億９,８９３万５,０００円余となっております。 

 ３８ページをご覧ください。 

 営業外費用は１億８,５５１万８,０００円余です。企業債利息並びに消費税及び

地方消費税の額となっております。この納付消費税は、会計支援を委託しておりま

す会計事務所の助言、並びに税務署との調整、協議により、繰入金の一部が仮受消

費税の対象から除外できたため減額となっております。 

 戻りまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出でございます。まず、収入の決算額４億６,５０１万３,００

０円余に対しまして、下の表になります支出８億９９１万７,０００円余となり、一

番下をご覧いただきたいと思いますけれども、不足額３億４,４９０万３,０００円

余は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７２１万２,０００円余、過

年度分損益勘定留保資金２,１６９万５,０００円余、当年度損益勘定留保資金３億

１,５９９万６,０００円余で補填をしております。 

 内訳といたしまして、３９ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、資本的収入です。建設改良企業債８,９６０万円、他会計出資金２億８,３

０８万１,０００円、他会計負担金７,１７４万６,０００円余、受益者負担金１,９

２２万３,０００円余となっております。 

 支出でございます。下のページになります。 

 ここの支出のうち、企業債償還金以外は全て資産に振り替え、減価償却すること

になっております。建設改良費の施設整備費９,６９１万５,０００円余は、先ほど

説明もさせていただきましたけれども、工事請負費、委託費、それに係る人件費と

なっております。流域下水道建設費負担金１,９８９万１,０００円は、県が行う工

事負担金として、固定資産購入費１８８万１,０００円余は、雨水対策工事費等に伴

う土地の購入費等でございます。また、企業債償還金といたしまして、６億９,１２

２万８,０００円余を支出しております。 

 すみません、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 損益計算書でございます。令和３年度中の収益並びに費用について記載したもの

であり、消費税抜きの額となっております。 

 まず、１、営業収益から営業費用を引きますと５億９,６２９万５,０００円余の

営業損失、３番目の営業外収益から営業外費用を差し引きますと、６億３,２９０万

６,０００円余の利益、特別利益から特別損失を差し引きますと、９６４万６,００

０円余の利益となりまして、合計いたしますと、当年度純利益といたしまして、４,
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６２５万８,０００円余となり、当年度未処分利益剰余金も同額ということになって

おります。 

 ４ページ下の表をご覧いただきたいと思います。 

 剰余金計算書並びに剰余金処分計算書（案）でございます。こちらにつきまして

は、事業開始からこれまでに得た資本金、並びに資本利益剰余金となっております。

当年度変動額を見てみますと、左から２列目、資本金の列に出資金といたしまして、

２億８,３０８万１,０００円、右から４列目、未処分利益剰余金といたしまして、

４,６２５万８,０００円余となっておりまして、資本合計の当年度末残高といたし

まして、一番右下になりますけれども、２５億１,２４４万２,０００円余となって

おります。剰余金処分計算書（案）では、令和３年度より出資金を繰り入れたこと

で、資本金が増額しておりますけれども、資本剰余金は前年度から変動はございま

せん。未処分利益剰余金は減債積立とするものでございます。 

 続きまして、５ページをお開きいただきたいと思います。 

 貸借対照表でございます。令和３年度末時点での資産、負債資本の状況を表した

表ということになっております。まず資産の部です。１、固定資産の有形固定資産

合計は２１９億８,４４４万５,０００円余となっており、固定資産明細書にて説明

させていただきました増減分を反映した額となっております。その下、無形固定資

産です。施設利用券６億１,２３５万５,０００円余は、宝満上流流域下水道の施設

利用に関するものでございます。 

 ６ページをご覧ください。 

 固定資産合計で２２６億４,８２３万円余となっております。 

 次に、２、流動資産合計といたしまして、３億４,５１６万２,０００円余となっ

ております。未収金の主なものといたしましては、下水道使用料となっております。

資産合計といたしましては２２９億９,３３９万３,０００円余となっております。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。 

 負債の部です。３、固定負債の合計は８１億２,１１６万７,０００円余で、企業

債未償還額となっております。４、流動負債の合計は７億８,３４１万１,０００円

余で、個々の企業債金額につきましては、令和４年度償還予定額として計上をして

おります。未払金は流域下水道維持管理負担金や納付消費税等となっております。 

 ８ページをご覧いただきたいと思います。 

 負債総額２０４億８,０９５万円余となっております。この金額に対しまして、柳

委員のほうから事前質疑されました完済見込みについてでございますけれども、こ

の合計額のうち、５、繰延収益、こちらにつきましては、現金を伴わない会計上の

負債となりますので、３、４の固定並びに流動負債が実質の負債ということになっ

ております。合計で８９億４５７万９,０００円余となっておりますけれども、これ

までと同様に経費節減等を踏まえ、状況を見ながら計画的に返済をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 続いて資本の部でございます。６、資本金の合計は２０億８,７１７万８,０００

円余であり、令和３年度に出資金を繰り入れたことにより、同額が前年度より増加

をしております。７、剰余金です。１、資本剰余金の合計１億８,７１７万２,００

０円余は、前年度から変更はございません。２、利益剰余金の合計につきましては、

３年度の純利益４,６２５万８,０００円余を加算し、２億３,８０９万１,０００円

余となっております。負債資本の合計額は２２９億９,３３９万３,０００円余とな

り、資本合計額と同額になっております。 

 次に、令和３年度筑前町下水道事業実績報告書について説明をいたしたいと思い

ます。別冊の令和３年度決算審査特別委員会資料の３８ページをお開きいただきた
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いと思います。 

 まず、重点施策の方向、具体的措置及び成果の４までにつきましては、先ほどの

説明と同様となりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

 ４０ページをお開きいただきたいと思います。 

 下から２つ目になります。５．浄化槽維持管理費補助金交付でございます。下水

道計画区域外の一般住宅に設置された浄化槽に対して、維持管理費補助金を交付す

るものでございます。令和３年度の交付件数は３８件、補助金額といたしまして７

５万５,０００円となっております。６．受益者負担金・分担金収入状況でございま

す。公共下水道は負担金、農集は分担金という表現となっております。まず、現年

度分です。公共、農集ともに収納率は１００％となっております。 

 ４１ページをお開きいただきたいと思います。 

 滞納分です。公共の収入未済額といたしまして、１４２万６,０００円余、収納率

５０.２２％です。農集の収入未済額は６万７,０００円余で、収納率２６.９６％と

なっております。 

 次に、使用料の状況です。現年度分公共は、収入未済額１,０１２万５,０００円

余、収納率は９７.７５％、農集の収入未済額１１４万４,０００円余、収納率は９

７.４６％となっておりまして、収納率といたしましては、横ばい傾向となっており

ます。滞納分、公共の収入未済額は２,１８４万８,０００円余、収納率は１８.６３％

です。農集の収入未済額は３１８万４,０００円余、収納率は１７.７１％となって

おります。滞納の要因は、払い忘れや口座の残高不足、また、無届け転出等であり、

対応策といたしまして、分納誓約、実態調査、預金、給与調査、差押等を行いなが

ら、税務課等の関係課と連携し、情報共有しながら、収納率の向上に努めてまいり

ましたけれども、今後におきましても同様に進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、８番の不納欠損でございます。河内委員のほうから事前質疑があり

ました件数につきましては、冒頭で訂正をさせていただいたとおりでございます。

公共の受益者負担金は８件、８８万円余、使用料は７２件、４４４万１,０００円余

でございます。農集の受益者分担金は１件、３万８,０００円余、使用料１４件、８

４万円余となっております。 

 ４３ページのほうに、不納欠損の事由別明細を記載しておりますけれども、主た

る要因は、時効によるものでございます。 

 ４２ページをご覧いただきたいと思います。 

 ９．地方債現在高の状況でございます。こちらにつきましては、先ほど企業債明

細書と同様なものとなっておりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

 最後に、将来の課題を挙げております。ゲリラ豪雨等により冠水等の事案が発生

していることで、提出された要望書を基に、緊急性を踏まえ、地元と協議し、解消

に向けて進めていきたいというふうに考えておりますし、長寿命化に向けたストッ

クマネジメント計画などでは、施設改修に向けて、投資の合理化や適切な維持管理

など、経営状況を踏まえながら、効率的に進めてまいりたいと考えております。そ

のほかにつきましても、改善解消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で、下水道事業会計決算書の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 田中委員 

 田中委員  将来の課題についてお尋ねをしたいと思います。 

 本町は下水道事業として公共と農業集落排水事業と２つあります。おのおの浄化

センターがありますが、両施設とも、もう２０年以上たっております。今後の維持

管理費が増大するのかという懸念があります。 
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 そこで、お尋ねをしたいんですが、特に農業集落排水はもう３０年ぐらいたって

おると思います。処理の容量等の問題があるのかなというふうに聞いております。

私は１０年ぐらい前の一般質問でそのときに流域下水道に切り替えることが大事じ

ゃないでしょうかという一般質問をした経緯があります。そこでお尋ねしたいんで

すが、現在当時の質問の内容では、コンサルタントに委託をして検討するというふ

うな内容だったと思います。それから１０年たっておるんですけども、下水道とし

て、今後どのような考えがあるのかなというふうに思っています。お尋ねします。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えしたいと思います。 

 委員の質問のとおり、農業集落排水事業で建設しました上高場浄化センター、こ

ちらのほうが約２７年経過しております。栗田浄化センターにおきましても約２３

年経過をしたような状況です。両施設におきましても、それだけ経過をしておりま

すので、老朽化しておるような状況で、維持管理費自体も増加傾向となっておるの

が現状でございます。 

 また、施設の処理能力におきましても、もう決まっておりますので、現在のとこ

ろ一定規模の開発行為、こちらの申請があった場合は、下水道への接続をお断りし

ている状況でもございます。 

 この流域下水道への切替えについてでございますけれども、接続に係る工事費は

もとより、その他、課題等がございまして、そういったことを調整しながら、関係

機関と協議し、今後については検討をさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  今日せっかく町長がおられておりますのですけど、１０年前から懸念していた内

容なんですけども、方向性をただして、やっぱり計画的にやるべきではないかと。

今現状として上高場と栗田地区に開発が行われたらお断りをしているというふうな

ことを今言われましたけども、お断りをしたら、どうするんですかね、普通の合併

浄化槽か何かでやるということですけども、合併浄化槽は基本的に幾らと決め打ち

があったと思うんですよね。７０万か８０万ぐらいの、軒数が何ぼとかいうふうな

状況だったと思うんですが、今後ある程度方向性をただし、早急に検討すべきでは

ないかというふうにも思いますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに委員が質疑されたとおりでございます。人口増政策を我が町は取っており

ます。その中で下水道を理由に断らざるを得ないというような状況だけは避けなけ

ればいけないと、そのように考えます。 

 言われましたように、流域下水道への接続を研究してまいります。これは本当に

差し迫った問題だと、そういった認識であります。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  今後ヤクルトさんとかいろいろな工業団地等も来る予定もあろうかと思います。

それを含めて検討していくべきではないかというふうに思いますので、ぜひ早急に

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  難しい質問はちょっと分からないんですが、簡単な質問ですいません。 

 決算書の１７ページなんですけど、１７ページの業務量ということで、水洗化人
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口が増えているのに、年間処理水量が５万立米、年間有収水量が４万立米ほど減少

しているんですよね。人口が増えているのに水が要らないというのはどういうこと

かなとちょっと自分的に疑問に思ったんで、お願いします。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えしたいと思います。 

 令和３年度、水洗化人口が増えているにもかかわらず、年間の処理水量、または

有収水量が減っていると。こちらのほうにつきましては、私どももちょっと詳細に

調べては実際のところおりません。ただ、企業等も当然使用をされておりますので、

コロナの影響等も何らかあったのかなというふうにも考えられるのかなというふう

にも考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第６号「令和３年度筑前町下水道事業会計決算の認定について」

を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第６号は認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第６号は認定すべきものと決定しました。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

午後１時、１３時から再開をいたします。 

（１２：００） 

 委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  認定第７号「令和３年度筑前町水道事業会計決算の認定について」を議題としま

す。 

 説明を求めます。 

 上下水道課長 

上下水道課長  上下水道課でございます。よろしくお願いいたします。 

 別冊の筑前町水道事業会計決算書をお願いいたしたいと思います。 

 下水道事業に引き続き、水道事業の決算書においても一部記載漏れがございまし

た。申し訳ございません、記入をお願いしたいと思います。 

 決算書の１９ページをお開きいただきたいと思います。 

 １９ページ、こちらのほうが有形、無形固定資産の表ということになっておりま

すけれども、こちらのほうに、表題として「固定資産明細書」という言葉が抜けて

おりますので、このページの上部のほうに「固定資産明細書」と記入をお願いした

いと思います。 

 それでは、令和３年度筑前町水道事業会計決算実績報告、主要施策の成果と課題

について説明をいたします。 

 説明時において、ページが前後しますけれども、ご了承いただきたいと思います。 

 まず、９ページをお開きいただきたいと思います。 

 最初に、令和３年度筑前町水道事業報告書について説明をいたします。 

 １、概況の（１）総括事項でございます。一部地域を除き、平成３０年度をもっ
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て完了しており、町発注の工事はございません。ただ、民間開発は活発に行われて

おりまして、安心・安全な水道水を供給しているところでございます。 

 給水状況でございますけれども、こちらにつきましては、１２ページのほうでご

説明したいと思います。 

 次に、経理の状況でございます。令和３年度の収支につきましては２,１８８万７,

０００円の純利益ということになっております。主な要因といたしまして、普及率

が増加したことによるものというふうに考えられますけれども、今後は施設も１０

年以上経過したことによる修繕費、動力費、受水費等の費用や企業債償還額の増加、

こちらのほうが見込まれるため、今後も健全経営に努めてまいりたいというふうに

考えております。詳細については、決算報告書にて説明をさせていただきます。 

 １０ページ、下になりますけれども、こちらのほうですけれども、議会議決事項

等の記載がありますけれども、こちらについてはお読み取りいただきたいと思いま

すけれども、一番下、その他重要事項、不課税収入の使途の特定についてというこ

とで記載をしております。こちらにつきましては、納付消費税、こちらを算出する

ために使途の特定を行うために記載をしております。 

 続きまして、１２ページをお開きいただきたいと思います。 

 ３、業務、（１）業務量でございます。１行目、令和３年度末給水人口は、１万９,

２００人、３行目、普及率６３.９％、前年度比３％の増でございます。５行目、年

間配水量１３１万５,１０７立方メートル、前年度比２.０４％の増となっておりま

す。下から５行目、年間有収水量、こちらですけれども、収入となった水量となり

まして、１１７万６,３６０立方メートルと、前年度比４.１６％の増となっており

ます。 

 次に、供給単価、給水原価でございます。１立方メートルあたりの供給単価２４

９.９８円、給水原価３２９.７１円となっております。 

 １３ページをお開きいただきたいと思います。 

 （２）事業収入に関する事項でございます。事業収入合計４億６,９４８万４,０

００円余に対しまして、下の表になります。事業費に関する事項、合計の欄になり

ますけれども、４億４,７５９万７,０００円余となっております。詳細については、

水道事業決算報告書にて説明をさせていただきたいと思います。 

 下の１４ページをご覧ください。 

 ４、会計でございます。重要契約の要旨、工事請負契約でございますけれども、

民間工事による配水管工事に対しまして、その付近での宅地化が見込まれたため、

今後のことを踏まえて、配水管口径の増径に係る差額を支出しております。（２）企

業債及び一時借入金の概況でございます。企業債につきましては、企業債明細書に

て説明をさせていただきたいと思います。一時借入金につきましては、借り入れを

行っておりません。 

 １５ページをお開きいただきたいと思います。 

 キャッシュ・フロー計算書となっております。Ⅰ、業務活動におきましては、当

年度純利益２,１８８万７,０００円余や減価償却費等により合計がプラスとなって

おります。Ⅱ、投資活動、Ⅲ、財務活動におきましては、両区分ともマイナスとな

っておりますけれども、この表中、下から３行目になりますが、Ⅴ、資金増減額は

４,５０２万９,０００円余増加し、一番下になりますけれども、Ⅶの資金期末残高

は５億１,５３８万７,０００円余となりました。 

 １９ページをお開きいただきたいと思います。 

 固定資産明細書でございます。まず、（１）の有形固定資産です。表左から３列目

でございますけれども、当年度増加額合計といたしまして、４０万３,０００円増加
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しております。５列目、年度末現在高といたしまして、７５億９,９６３万７,００

０円余となりました。この額から右から２列目の累計、こちらを差し引くと、年度

末償却未済額といたしましては、一番右の列になりますけれども、５８億９,７７５

万８,０００円余となり、貸借対照表、固定資産合計に計上した額となっております。 

 下の２０ページをご覧いただきたいと思います。 

 企業債明細書となっており、事業開始からこれまでに借り入れた額ということに

なります。当年度の借り入れはございません。左から３列目、発行総額、合計の欄

でございますけれども、２８億４,１００万円に対しまして、５列目、償還高累計５

億３,８６８万円余となり、その右側になりますけれども、未償還残高２３億２３１

万９,０００円余となっております。 

 続きまして、令和３年度筑前町水道事業決算報告書について説明をいたします。

すいませんけれども、戻りまして、１ページをお開きいただきたいと思います。 

 こちらにつきましては、詳細につきまして、２３ページから２６ページに附属資

料ということで記載をしておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。金

額は税込み額ということになっております。 

 まず、収益的収入でございます。収益的収入の決算額といたしまして、上の表と

なりますけれども、５億１０９万１,０００円余に対しまして、下の表、支出の決算

額につきましては４億７,９１６万４,０００円余となっております。 

 内訳といたしまして、２３ページをお開きいただきたいと思います。営業収益、

給水収益の水道料金３億２,３４２万５,０００円余、その他営業収益、加入金２,４

６１万８,０００円となっております。営業外収益、他会計補助金は９,１８１万３,

０００円余、長期前受金戻入５,９７４万２,０００円余となっております。 

 下の２４ページをご覧ください。 

 費用でございます。営業費用、原水及び浄水費の受水費１億２,５１２万２,００

０円余、負担金３,８５６万４,０００円余でございます。受水費は水道水購入費と

して、負担金は福岡県南広域水道企業団による第二期拡張事業負担金ということに

なっております。 

 次に、配水及び給水費１,８２８万５,０００円余となっており、配水池から各家

庭へ供給するためにかかる費用となっております。施設の維持管理に要する機械等

の修繕、委託料、電気料がメインということになっております。 

 その次、総係費６,２０８万８,０００円余でございます。主に人件費となってお

り、人件費のほかに納付書の発送やシステム等のリース、水質検査、検針業務委託

費となっております。 

 ２５ページをお開きいただきたいと思います。 

 有形固定資産の減価償却費といたしまして１億７,９２１万円余となっておりま

す。営業外費用、企業債利息３,８７８万５,０００円余、消費税及び地方消費税１,

７１０万７,０００円となっております。こちらは取引に伴いまして、発生した消費

税及び地方消費税の納付額ということになっております。 

 戻りまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出でございます。まず、資本的収入です。決算額ゼロ円に対し

まして、支出、下の表になりますけれども、決算額９,４２７万６,０００円余とな

りまして、その額がそのまま不足額ということになります。一番下に記載をしてお

りますけれども、この不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４万円余、過年度分損益勘定留保資金９,４２３万６,０００円余で補

填をしております。内容につきましては、申し訳ございません、２７ページをお開

きいただきたいと思います。 
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 資本的収入です。ゼロ予算に対しまして、ゼロ決算ということになっております。 

 下の２８ページをご覧いただきたいと思います。 

 支出でございます。建設改良費、施設整備費の工事費にて１４万９,０００円余、

営業設備費の量水器は２９万３,０００円余、企業債償還金９,３８３万３,０００円

余となり、工事は配水管の増径に係る費用、量水器は購入費、企業債償還金は、企

業債元金の償還として充てております。 

 続きまして、財務諸表について説明をいたしますので、３ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 損益計算書でございます。令和３年度中における収益並びに費用について記載し

たものであり、消費税額を抜いた額となっております。 

 まず、１、営業収益から、２、営業費用を差し引きますと、９,０９７万２,００

０円余の営業損失となり、３、営業外収益から、４、営業外費用を差し引きますと、

１億１,２８１万４,０００円余の利益となっております。 

 次に、５、特別利益から、６、特別損失、こちらを差し引くと４万４,０００円余

の利益となり、当年度純利益は、下から４行目になりますけれども、２,１８８万７,

０００円余となりますけれども、前年度繰越欠損金、こちらのほうがございますの

で、差し引きますと、４,８４９万６,０００円余が当年度未処理欠損金ということ

になっております。 

 下の４ページをご覧いただきたいと思います。 

 令和３年度の剰余金計算並びに欠損金処理計算書となっております。令和３年度

においての変動額、こちらにつきましては、先ほどの当年度純利益２,１８８万７,

０００円余となっております。右から４列目、未処理欠損金に記載しておりますけ

れども、繰越欠損金、こちらのほうが７,０７８万３,０００円余ありますので、資

本の合計といたしましては２２億９,８０３万円余ということになっております。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 貸借対照表でございます。令和３年度末時点での資産、負債、資本の状況を表し

ております。まず、資産の部でございます。１、固定資産の合計は５８億９,７７５

万８,０００円余であり、資本的支出のうち、企業債償還金を除いた額がこちらのほ

うに反映されて増えておりますけれども、それ以上、減価償却額が増加しておりま

すので、前年度より合計額は減少しておるような状況でございます。 

 ２、流動資産の合計は５億１,７２９万９,０００円余で、料金収入が増加したこ

とで、現金預金も増加しております。未収金の主なものとしといたしましては、水

道料金ということになっております。資産の合計６４億１,５０５万８,０００円余

でございます。 

 下の６ページをご覧いただきたいと思います。 

 負債の部です。３、固定負債合計２２億３６４万４,０００円余、こちらは企業債、

未償還額となっております。４、流動負債の合計１億２,２２７万３,０００円余で

す。ここの企業債は、令和４年度償還予定額として、未払金は、福岡県南広域水道

企業団への受水費、並びに確定消費税等となっております。負債合計４１億１,７０

２万７,０００円余でございます。下水道事業、こちらのほうでも柳委員のほうから

の事前質疑があっております。負債合計４１億１,７０２万７,０００円余の完済見

込みについてでございますけれども、こちらも水道事業会計も同様でございますけ

れども、負債のうち、こちら５、繰延収益、こちらのほうは現金を伴わない会計上

の負債ということになっておりまして、３、４の固定並びに流動負債が実質の負債

となっております。合計で２３億２,５９１万８,０００円余となっておりますけれ

ども、これまでと同様に、経費節減等を踏まえながら、状況を見、計画的に返済を
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していきたいというふうに考えております。 

 続きまして、資本の部でございます。６、資本金の合計は２１億８,７０２万４,

０００円余でございます。これは出資金の額となっております。７、剰余金の資本

剰余金１億５,９９０万２,０００円余は、資本金と同様で、前年と同額ということ

になっております。利益剰余金合計マイナス４,８８９万６,０００円余は、先ほど

説明をいたしました４ページの欠損金処理計算書の額と同額となっております。負

債資本の合計額は６４億１,５０５万８,０００円余となり、資産合計額と同額とな

っております。 

 次に、令和３年度筑前町水道事業実績報告書について説明をいたしたいと思いま

す。 

 令和３年度決算審査特別委員会資料の４４ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 主要施策の方向、具体的措置及び成果の３．経理状況についてまでは、先ほどの

説明と同様となりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

 ４５ページをお開きいただきたいと思います。 

 一番下になりますけれども、４．加入金及び使用料の収納状況でございます。 

 右側４６ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず、加入金でございます。現年分、加入金、こちらにつきましては、調定額に

対しまして、収入未済額が発生し、徴収率は９８.３９％となっております。これは

納付日が年度を超えたことによるもので、実質工事着手は、納付後となっておりま

すので、実質の滞納というものはございません。過年度分についても同様でござい

ます。 

 次に、使用料でございます。現年分徴収率９９.２５％、過年度分徴収率８７.５

２％と、どちらも前年度と比較した場合、横ばいということになっております。こ

の徴収率の要因といたしましては、無届転出や停水実施の時期により、年度をまた

いだことなどが考えられます。滞納対策といたしましては、電話、メールによる催

告、文書通知、訪問徴収、停水等を実施しながら、納付を促しておりますけれども、

継続して対処していきたいというふうに考えております。 

 最後に、将来の課題を５点挙げております。一般質問でもございましたけれども、

内線部工事未接続者の解消につきましては、文書通知、電話、訪問等の回数等、こ

ちらの強化を行いながら、また、費用返還、こういったものも視野に入れて対策を

行っていきたいというふうに考えております。その他の課題につきましても、改善

解消に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上で、水道事業会計決算の説明を終わりたいと思います。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の４６ページです。使用料の現年分、令和２年度の分なんですけど、これ引

き算が合わないんですね。ちょっと確かめていただけますでしょうか。 

 委 員 長  課長、それは後にして、ほかの質疑を先に受けましょう。ちょっと確認をお願い

します。 

 石橋委員 

 石橋委員  資料の４４ページですけれども、給水状況についてです。 

 令和２年度の給水率が６０.９％、令和３年度で６３.９％と給水率が上がってい

ることはいいことなんですけれども、全国的な平均として、どのくらい給水率のパ

ーセンテージがあるのかということと、もう１つが、有収率、これは説明でもあり

ましたけれども、収入に――これは有収率は収入になった水量なんですけれども、
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これの８９.４％、残りの１１％弱は、この収入にならない分なんですけれども、収

入にならない分はどういうものがあるのかお尋ねをいたします。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えしたいと思います。 

 まず、普及率でございます。本町の６３.９％でございますけれども、全国の普及

率といたしましては９８.１％ということになっております。ちなみに福岡県の普及

率といたしましては９５.０％ということになっております。 

 それと有収率、お金になる水量に対して、１１％ほどがお金になってないんじゃ

ないかと。それは大体何なのかというご質問だったかというふうに思いますけれど

も、お金になっていないものにどういったものがあるかと申しますと、まず、１つ

が、完全に水道末末まで水道水を使用されているような状況ではございませんので、

水質管理の観点、いわゆる安全で安心な水を供給するために、水道水を循環させる

ため、捨て水というようなことで、水質確保を図っておるというのがまず１点でご

ざいます。それと、火災時においての消防署、消防団が使用する消火栓の水量プラ

ス模擬火災とか訓練、こちらも同様でございます。それと新しく水道管敷設工事、

町のほうではほぼ行っておりませんけれども、民間開発等々で管を布設した場合に、

まず水道管を洗うということが一番最初ということになりますので、そういったも

のを含めて、お金にならない率の中に、こういった３点が含まれておるというふう

な状況でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  先ほどの回答は。 

 上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたしたいと思います。 

 ただいまちょっと確認のほうを行いましたけれども、今現在、昨年度の数字にも

しかしたらちょっと誤りがあったのかなというふうなことで、確認をしております

けど、ちょっと資料がございませんので、確認のために暫時休憩を取らせていただ

いてよろしいでしょうか。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで暫時休憩いたします。 

（１３：３６） 

 再  開  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１３：４９） 

 委 員 長  上下水道課長の答弁を求めます。 

 上下水道課長 

上下水道課長  河内委員から質問のありました令和２年度の使用料現年分の数字の差異について

でございますけれども、ただいまちょっと調査しておりましたけれども、すぐには

ちょっと分かりませんので、申し訳ございませんけれども、後で報告をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  昨年度の数値について、確認の作業を今進めております。ただ３年度の決算の数

値については、間違いございませんので、そのことを了解していただいて、ご審議

いただきたいと思うところであります。 

 ２年度の数値につきましては、調査をいたしまして、資料でございますので、後

で全協等で報告をさせていただくと。後日ということになろうかと思いますけども、

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 
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 柳委員 

 柳 委 員  筑前町水道事業会計決算審査意見書の１ページで質問させていただきます。これ

はできるんですか。決算審査の意見書で質問できますか。監査委員さんの。できな

い。 

 委 員 長  それはできないでしょう。 

 柳 委 員  分かりました。じゃあそれはしません。 

 それで水道企業団から追加を聞いてらっしゃると思うんですけれども、今度大き

な工場が当町に来るんですけれども、その取水の計画はどんなふうに考えてあるか

質問したいと思います。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えしたいと思います。 

 まず、その大きな工場でご質問ありましたけれども、私が思っておりますその認

識、工業団地ということでよろしいんでしょうか。工業団地に予定されてある企業

に対しまして、仮に水道布設を行う場合、今、四三嶋の工業団地のほうに県南水道

企業団のほうから導水管が来ておりまして、受水場がございます。受水場から現在

のところ城山のほうの配水タンクですね、こちらのほうに、水を上げて、高さを使

いながら各家庭に供給しておるというふうな状況でございます。 

 工業団地の中に工場ができまして、もうすぐ隣――隣といいますか横ということ

になりますけれども、直接そこから水を取るのかというふうなこともうちのほうで

も協議とかを考えておりますけれども、なかなか直接行くということになれば、危

機管理等の問題等もありますので、一旦、これはまだ計画の段階ではございますけ

れども、新たに配水池から管路を埋設して、直接工場へということではなく、別の

管から給水を行うというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  城山の上に水源があると思うんですけれども、山の中腹にですね。それから落と

すとなると管径はどれくらいですか、２００、今のところ一般家庭は２００で行っ

ているじゃないですか。一番大きいとでですね。それぐらいで賄えるんですか。 

 それと、多分、僕は個人的に考えるのは、１本だけでいいのかという話ですよね。

もしものときの、例えば断水したときとか、それから給水ポンプですね、下から圧

送して上に上げますので、そのポンプが故障したときなんかは、工場に対して、給

水ができないようになるんじゃないかなという懸念はあるんですけれども、要する

に予備の配管とかというのは考えていらっしゃらないんですか。 

 委 員 長  柳委員、３年度の決算に関する事項としてのご質疑ですか。 

 柳 委 員  はい。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えしたいと思います。 

 まず、水道管の口径ですね、そういった詳細につきましては、実際の使用料等々

に計算等がありますので、実際のところ、コンサル等々に委託しながら計画を組ん

でいくような形になろうかと思います。 

 それと、ポンプに何か異常があった場合、送れないんじゃないかと。こういった

ことに関しましては、今現状といたしまして、受水場にはポンプが３台設置してご

ざいます。それが交互に動いているような状況でございます。給水開始を行って、

十数年になりますけれども、日頃の整備等を行いながら、配水池のほうに水を送っ

ておりますけれども、今のところちょっと不具合はないような状況でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 
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 これから、認定第７号「令和３年度筑前町水道事業会計決算の認定について」を

採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第７号は認定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第７号は認定すべきものと決定しました。 

 本特別委員会に付託されました。認定第１号から認定第７号までの審査が全部終

了しました。 

 田頭町長 

 町  長  委員会閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

 議会全員で構成されました決算特別委員会で審議されました認定第１号から認定

第７号までの７案件、延べ３日間にわたる慎重審議の上、また、なおかつ質疑文の

提出の配慮等いただき、全て採択されました。 

 審議の中で出されました意見等につきましては、改善を念頭に検討し、翌年度に

反映させてまいります。 

 また、先ほどの数値の確認等々、説明等、あるいは事務方の十分な確認がなされ

ておらなかったということにつきましては、おわびを申し上げ、改善したいと思っ

ております。 

 それから、せっかくの決算特別委員会でございます。１つ数値がございまして、

今地方創生というのが全国で、また本町も精力的に取り組ませていただいておりま

す。その地方創生の目的は何か、人口問題でございます。人口減少をいかにして抑

制するのか、そのことを国を挙げて、また、うちの町の課題として取り組ませてい

ただいております。国も手厚い財源的な手当てを充当していただいております。そ

の結果といたしまして、本町の人口は、昨年の３月末から今年の３月末まで、令和

３年度１年間で７１人の増でございました。全国の最新のデータによりますと、９

割近くが人口減少自治体でございます。そういった中で、うちはその１０％内に入

っているということでございまして、地方創生の皆様方の実証になっている事業の

幾らかなりの成果が出ていると、そのようにも判断するところでございます。 

 １０年前あるいは３年前に策定いたしました計画書等、総合計画、地方創生戦略

計画等々におきましても、その時点よりも人口が増加するというのはなかなか見込

みが立たなかったわけでございますけれども、おかげさまで、年間７１人の増とい

うことでございます。この７１人の人口増、それから国勢調査の前回よりも人口増

は、まず、地方交付税の算定基礎となって反映されてまいります。あくまで今地方

交付税は、人口がベースでございます。したがいまして、その人口増によって、幾

らかなりの基準財政需要額に反映されるということでございます。もちろん、自治

体においては、人口増による経費、学校問題等々が発生してまいりますけれども、

それ以上に交付税、あるいは地域経済の活性化等々に貢献できるということでござ

いまして、そういった面では、１年間の総括として、人口問題も１つのバロメータ

ーであるということをお互いに認識させていただければありがたいと思うところで

ございます。 

 以上でございます。 

 大変お疲れさまでございました。 

ありがとうございました。 
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 閉  会  

 委 員 長  これをもちまして、令和３年度決算審査特別委員会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

（１４：０１） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 

 

 

決算審査特別委員長 

 

 

 

 

 


